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消 費 者 相 談 窓 口

　平成28年８月末現在、全国の警察から指名手配されている者は、約730人に上っています。
　これらの犯人は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領等の事件に関して指名
手配されており、再び犯罪を犯すおそれがあります。

　警察では、特に重大な犯罪の犯人を選定した上で、全国警察の総力を挙げて追跡捜査を行っており、これ
ら犯人の早期検挙に取り組んでいるところです。
　この指名手配犯人の発見に向けた捜査活動には、国民の皆さんの御協力が是非とも必要です。
　「指名手配犯人によく似た人を見かけた」等、どんな情報でも結構ですので、警察に通報していただくよ
うお願いします。

　なお、指名手配犯人の顔写真は、警察署・交番・駐在所の他に公共の施設等にもポスターを掲示していま
すので、参考にしていただきたいと思います。

★特殊詐欺とは？
「振り込め詐欺」と「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」の２つを総称して、「特殊詐欺」と呼びます。
お金をだまし取る方法としては、
・犯人が指定する口座に現金を振り込ませる方法
・被害者の家を訪問する、あるいは、喫茶店や駅などに呼び出し待ち合わせをして直接現金を受け取る
方法（現金受取型）

・犯人が指定する宛先に、ゆうパックやレターパック、現金書留、宅配便、バイク便で現金を送らせる
方法（送付型）

があり、その方法は、年々、多種多様、巧妙化しています。
最近では、現金受取型や送付型といった「『振り込ませない』振り込み詐欺」が増加しています。

こんにちは

八雲警察署です

指名手配犯人の検挙に御協力を指名手配犯人の検挙に御協力を指名手配犯人の検挙に御協力を

※不審な電話がきたら長万部交番（☎２－２３１２）または
　長万部町役場産業振興課（☎２－２４５５）までご連絡ください。

（札幌方面北警察署作成　振り込め詐欺等防止検定より）●問 題●
　次のうち、詐欺の被害に遭わないために心掛ける点として、正しいのはどれでしょう。

①　身内や知人に迷惑をかけないように、なるべく一人で対応する。

②　今まで詐欺の電話はかかってきたことがないし、自分で判断できるので、騙されるはずはない。

③　詐欺の被害を防止するためには、不審電話を撃退する
　　防犯機器や電話機能の活用が効果的である。

④　不審な電話がかかってきても、被害にあっていないの
　　で、110番通報はしない。

答えは
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～11月11日（いいひいいひ）は「介護の日」～

●介護予防教室「はつらつ教室」のフォローアップ教室を行います！
　函館から運動指導員が来町し、頭もからだもフル回転できる楽しい運動を指導してくれます。
　冬も近づいてきています。転倒しやすい雪道に備え、転倒しにくい身体づくりを一緒に行いませんか？
　　　双葉地区：　11月２日（水）　午前10時00分～午前11時30分 双葉振興会館
　　　旭浜地区：　11月９日（水）　午後１時30分～午後３時00分 旭浜生活館
　　　大浜地区：　11月28日（月）　午前10時00分～午前11時30分 大浜振興会館
　※運動前に健康相談（血圧測定）を行いますので、少し早めにお集まりください。

　高齢化などにより介護が必要な方々が増加している一方、介護にまつわる課題は多様化しています。
　こうした中、多くの方々に介護を身近なものとしてとらえていただくとともに、それぞれの立場で介護を考え、
関わっていただくことが必要となっています。
　そのため、介護についての理解と認識を深め、介護従事者、利用者及びその家族等を支援するとともに、これ
らの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、介護に関する啓発を重点的に実施
する日として、国は「11月11日」を「介護の日」と定めています。
　地域包括支援センターは、介護だけでなく福祉、健康、医療など様々な分野から総合的に高齢者とその家族を
支える地域の窓口です。お気軽にご相談ください！

「触法障害者」
■これまで、高齢者・障がい者に関する話題としては、主に、成年後見制度や、司法ソーシャ
ルワークといったテーマについて触れてきました。今月号では、障がい者・高齢者問題を
語るうえで、避けられない問題について、触れたいと思います。それは、刑事事件を起こしてしまった障
がい者、「触法障害者」です。

■「触法」とは、法に触れる、という意味で、罪を犯すことを言います。刑事事件を起こす人は、悪人であ
る。悪いことを悪いと分かっていながら、あえて悪いことをした。このように思う方も多いかもしれませ
ん。しかし、刑事事件の現場で、弁護人として被疑者・被告人に寄り添ってきた立場からすると、必ずし
もそうでないという実感があります。というのは、犯罪に至ってしまった要因が、知的障がいや精神障が
いにある、という例がよく見られるのです。
■私は、これまでの短い弁護士人生の中で、人生のうちのほとんどを刑務所の中で過ごす知的障がい者と思
われる人を、何人も見てきました。彼・彼女らにとって、刑務所が福祉の終着点だと言っても過言ではあ
りません。居場所が刑務所しかないというのは、あまりにも悲しいことです。しかし、彼・彼女らに必要
なのは、刑務所ではないはずです。
■当事務所では、高齢者・障がい者問題や刑事事件に関わらず、ありとあらゆる問題に取り組んでいます。
まずは、法テラス八雲法律事務所（☎０５０－３３８３－８３６６）まで、お気軽にお電話ください。

法テラス八雲法律事務所　弁護士  小林　佑輔
（函館弁護士会所属）☎050-3383-8366法テラス通信

所在地：長万部町役場内
電話：2-2016【内線170】　FAX：2-2931
相談時間：8:30～17:15（土日祝、年末年始を除く）


